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国
民
皆
保
険
に
着
手
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン

　
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
を
契
機
に
開
発
問
題
の
領
域
に

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
概
念
が
導
入
さ

れ
た
。
ア
ジ
ア
途
上
国
に
お
い
て
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
対
す
る
安
全
網
と
し
て
社
会
保
障
制
度
の
拡

充
が
政
策
の
選
択
肢
に
加
わ
っ
た
。
な
か
で
も
加
入
者

の
リ
ス
ク
負
担
に
よ
る
医
療
保
険
（
以
下
、
「
健
康
保

険
」
）
の
整
備
が
課
題
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
ア
ジ

ア
諸
国
に
あ
っ
て
、
国
民
皆
保
険
を
掲
げ
る
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
つ
い
て
そ
の
現
状
と
課
題
を
考
察
す
る
。

国
民
の
半
数
が
す
で
に
健
康
保
険
加
入

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
社
会
保
険
の
歴
史
は
他
の
ア

ジ
ア
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
古
く
、
戦
前
に
遡
る
。
国
家

公
務
員
と
地
方
公
務
員
を
対
象
と
し
た
健
康
保
険
お
よ

び
休
業
補
償
保
険
は
、
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
一
九
三
七

年
に
公
務
員
保
険
機
構
（
Ｇ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
）
が
発
足
し
て
い

る
。
戦
後
の
一
九
五
七
年
に
は
民
間
労
働
者
を
対
象
と

し
た
社
会
保
障
機
構
（
Ｓ
Ｓ
Ｓ
）
が
発
足
し
た
。

　
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
医
療
制
度

を
め
ぐ
る
背
景
が
転
換
し
た
。
構
造
調
整
政
策
の
も
と

一
九
九
四
年
に
ラ
モ
ス
政
権
の
「
社
会
改
革
ア
ジ
ェ
ン

ダ
」
に
よ
る
社
会
開
発
促
進
の
宣
言
、
お
よ
び
一
九
九

一
年
地
方
政
府
法
制
定
を
受
け
た
地
方
分
権
の
促
進
で

あ
る
。

　
一
九
九
五
年
に
至
り
、
国
民
健
康
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
Ｎ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
）
制
定
と
そ
の
実
行
組
織
で
あ
る
フ
ィ
リ

ピ
ン
健
康
保
険
公
社
（
以
下
、
「
健
康
保
険
公
社
」
）

設
立
を
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
法
が
制
定
さ
れ
た
。

同
法
で
は
一
五
年
以
内
に
国
民
皆
保
険
の
実
現
を
掲
げ
て

い
る
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
で
は
、
前
述
の
Ｓ
Ｓ
Ｓ
、
Ｇ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
の
事

業
の
う
ち
健
康
保
健
部
分
を
Ｎ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
へ
の
自
動
的
加

入
が
規
定
さ
れ
た
。
同
一
保
険
・
同
一
医
療
サ
ー
ビ
ス

給
付
の
導
入
で
あ
る
。
健
康
保
険
公
社
の
基
本
的
目
標

は
、
医
療
給
付
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
で
、
こ
れ
は
二
局
面

に
分
け
て
取
り
組
ま
れ
る
。
第
一
局
面
は
治
療
で
あ

り
、
全
国
一
五
一
一
ヵ
所
（
全
医
療
機
関
の
九
五
％
）

に
お
い
て
入
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
。
第
二
局
面

は
予
防
治
療
・
健
康
増
進
で
、
全
国
の
農
村
保
健
所
、

健
康
セ
ン
タ
ー
、
三
四
八
の
登
録
病
院
に
お
い
て
外

来
、
検
診
を
実
施
す
る
。

　
二
〇
〇
一
年
一
二
月
現
在
の
Ｎ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
の
保
険
料
支

払
加
入
者
は
八
八
五
万
世
帯
、
対
象
者
は
三
七
四
六
万

人
で
全
人
口
の
四
八
・
一
％
で
あ
る
。
国
民
の
約
半
数

が
す
で
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。
対
象
者

の
構
成
を
み
る
と
、
最
大
は
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー

に
位
置
付
け
ら
れ
る
強
制
加
入
の
対
象
で
あ
る
被
雇
用

者
で
、
Ｓ
Ｓ
Ｓ
加
入
の
民
間
労
働
者
、
Ｇ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
の
加

入
の
公
務
員
か
ら
な
り
、
全
加
入
者
の
七
九
・
三
％
を

占
め
る
。
次
い
で
自
営
業
・
任
意
加
入
者
で
一
一
・
二

％
に
達
す
る
（
表
１
参
照
）
。

　
最
貧
層
対
象
の
健
康
保
険
制
度
が
発
足

　
前
述
の
と
お
り
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｐ
は
、
国
民
皆
保
険
の
達
成

を
規
定
し
た
。
こ
の
た
め
人
口
の
二
五
％
の
最
貧
層
を

対
象
と
す
る
医
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
発
足
し
た
の
で
あ

る
。
一
九
九
六
年
に
発
足
の
「
大
衆
の
た
め
の
医
療
」

野
　
沢
　
勝
　
美

(表1)　フィリピンの国民健康保険加入者数

区　分
保険料支払加入者 対 象 者

世帯数 (世帯) 構成比 (％) 人　数 (人) 構成比 (％)

民間労働者

公 務 員

自 営 業

貧 困 者

退 職 者

合 計

(参考)全国

（注）(1)任意加入を含む。

（出所）Philippine  Health  Insurance  Corporation.

5,291,005

2,110,801

929,589

619,014

────

8,850,409

15,585,179
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23.8

10.4

7.0

────

100

56.8

20,767,114

8,948,003

4,181,648

2,847,464

716,176

37,460,401

77,925,894

55.4

23.9

11.2

7.6

1.9

100.0

48.1

(1)

（2001年12月現在）
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プ
ロ
グ
ラ
ム
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
「
大
衆
の
た
め
の
医
療
」
の
加
入
者
負
担
保
険
料
は

均
一
で
、
一
世
帯
あ
た
り
年
額
一
一
八
八
ペ
ソ
で
あ

る
。
し
か
し
最
貧
困
層
に
は
保
険
料
支
払
の
経
済
的
余

裕
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
保
険
料
は
、
中

央
政
府
と
地
方
政
府
が
折
半
し
て
分
担
す
る
と
し
た
。

財
務
省
が
規
定
す
る
財
政
収
入
規
模
に
応
じ
た
区
分
の

四
級
か
ら
六
級
ま
で
の
地
方
政
府
に
は
調
整
が
な
さ

れ
、
六
年
目
に
な
っ
て
各
々
五
九
四
ペ
ソ
を
負
担
す
る

（
表
２
参
照
）
。
こ
の
場
合
の
地
方
政
府
は
、
基
本
的

に
は
州
政
府
を
構
成
す
る
ム
ニ
シ
パ
リ
テ
ィ
（
町
）
と

　 
　
地
方
政
府
の
財
政
改
善
が
カ
ギ

　
一
方
、
政
府
は
「
保
健
部
門
改
革
ア
ジ
ェ
ン
ダ
（
Ｈ

Ｓ
Ｒ
Ａ
）
（
一
九
九
九
─
二
〇
〇
四
年
）
を
策
定
し
、

同
期
間
に
ま
と
を
絞
り
保
健
医
療
制
度
改
革
実
施
す
る

と
し
て
い
る
。
画
期
的
な
医
療
制
度
で
あ
る
国
民
皆
保

険
の
実
現
が
あ
ら
た
め
て
政
策
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の

成
否
は
国
民
健
康
保
険
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
最
貧
層

で
あ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
を
い
か
に
し
て

公
的
な
社
会
保
障
制
度
に
取
り
込
む
か
に
あ
る
。

　
国
民
皆
保
険
を
め
ぐ
る
課
題
に
は
次
の
四
点
が
あ
る

第
一
に
、
加
入
者
拡
大
の
遅
れ
で
あ
る
。
保
険
料
引
下

げ
、
一
部
払
戻
し
な
ど
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
が
不

な
る
。

　
こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
保
険
料
一
一
八
八
ペ
ソ
の
う

ち
八
八
八
ペ
ソ
は
健
康
保
健
公
社
に
回
さ
れ
、
前
述
の

第
一
局
面
の
治
療
・
入
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
当
て
ら
れ

る
。
残
り
の
三
〇
〇
ペ
ソ
は
医
療
給
付
改
善
目
的
で
健

康
保
険
公
社
の
資
本
増
強
基
金
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
。

資
本
増
強
基
金
は
健
康
保
険
公
社
に
認
定
さ
れ
た
登
録

保
険
所
に
お
い
て
同
じ
く
第
二
局
面
で
あ
る
予
防
治
療
、

健
康
増
進
の
医
療
給
付
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
二
〇
〇
一
年
一
二
月
現
在
の
「
大
衆
の
た
め
の
医

療
」
の
実
績
を
み
る
と
加
入
者
は
、
一
一
三
の
州
・

市
、
七
六
四
の
ム
ニ
シ
パ
リ
テ
ィ
（
町
）
に
わ
た
り
、

六
一
・
九
万
世
帯
（
人
口
規
模
で
二
八
五
万
人
）
で
あ

る
。
こ
れ
は
最
貧
困
者
数
の
一
四
・
六
％
、
全
国
世
帯

数
で
も
わ
ず
か
三
・
九
％
に
す
ぎ
な
い
。
政
府
は
二
〇

〇
四
年
ま
で
に
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
を
三
八
〇
万
世

帯
に
拡
充
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
事
業
の
進

捗
状
況
は
い
ま
少
し
速
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

可
欠
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
盤
医
療
組
織
（
Ｃ
Ｂ
Ｈ

Ｃ
Ｏ
）
の
構
築
と
団
体
保
険
の
設
計
に
よ
る
そ
の
強
化

で
あ
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｈ
Ｃ
Ｏ
の
機
能
は
、
健
康
保
険
公
社
と

の
そ
れ
と
連
係
し
た
も
の
で
あ
り
、
保
険
料
徴
収
な
ど

の
金
融
仲
介
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
支
部
組
織
と
し
て
情
報
の
提
供
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
現
在
は
ド
イ
ツ
技
術
協
力
公
社
（
Ｇ
Ｔ
Ｚ
）
が
技

術
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
回
避
で
あ
る
。
貧
困

者
認
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
存
在
す
る
が
、
登
録
ヘ
ル

ス
カ
ー
ド
の
発
行
は
地
方
政
府
の
裁
量
と
な
っ
て
い

る
。
タ
イ
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
貧
農
向
け
の
「
低

所
得
者
の
た
め
の
医
療
費
免
除
証
」
が
失
敗
し
た
反
省

に
立
っ
て
、「
医
療
費
三
〇
バ
ー
ツ
制
」
が
導
入
さ
れ

た
経
緯
が
あ
る
。
登
録
ヘ
ル
ス
カ
ー
ド
制
の
成
否
は
Ｎ

Ｈ
Ｉ
Ｐ
の
持
続
性
確
保
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
四
に
、
こ
れ
が
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
地

方
政
府
の
財
政
的
裏
付
け
が
不
十
分
で
あ
る
。
中
央
政

府
に
よ
る
地
方
交
付
金
で
あ
る
内
国
歳
入
割
当
は
、
そ

の
二
〇
％
以
上
を
地
方
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
充
当
す

る
と
地
方
政
府
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
割
当
額

そ
の
も
の
が
少
額
で
あ
る
た
め
民
間
資
金
に
よ
る
支
援

が
必
要
と
な
る
。
二
〇
〇
二
年
現
在
で
健
康
保
険
公
社

と
覚
書
交
換
を
し
た
ス
ポ
ン
サ
ー
は
三
〇
件
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
拡
充
が
急
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
以
上
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
地
域
保
険
と
し
て
出
発
し
一
定
の
成

功
実
績
を
有
す
る
日
本
の
国
民
健
康
保
険
の
事
例
が
新

た
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

（
の
ざ
わ
か
つ
み
・
国
際
関
係
学
部
教
授
）

(表2)　「大衆のための医療」保険料の地方政府負担

地方政府

歳入区分
年　次 分担比率

 (％)

中央政府
負担年額
 (ペソ)

地方政府
負担年額
(ペソ)

全 年 次

初年次・2年次

3 年 次

4 年 次

5 年 次

6 年次以降

（注）(1)財務省が規定する財政収入規模による区分。

（出所）Philippine  Health  Insurance  Corporation.

1級から3級

4級から6級

50：50

90：10

80：20

70：30

60：40

50：50

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

594.00

118.80

237.60

356.40

475.20

594.00

(1)
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